
定 例 会 議 
令 和 ８ 年 度 の 主 な 組 織 改 正 等 に つ い て

 令和８年１月14日 

資 料 警 務 課

１　警戒の空白を生じさせないための重点化項目の強化に係る体制整備 

  (1)　匿名・流動型犯罪グループ及び特殊詐欺等への対処体制の強化

    ○　組織犯罪対策参事官（部長級）を組織犯罪対策関連業務の専従とし、匿名・

　　　流動型犯罪グループ及び特殊詐欺等に対する部の垣根を越えた高度で専門的な

 　　　捜査指揮系統を構築

 　　○　組織犯罪対策課「特殊詐欺捜査室」の機能強化

 　　　・特殊詐欺捜査係の増員、特殊詐欺対策担当課長補佐（兼務）の新設

  (2)　自転車その他の小型モビリティ対策の強化

     ○　「自転車等交通指導取締対策室」を「自転車等総合対策室」に体制強化

 　　　・室員を交通企画課と交通指導課の課員で構成し、両課の連携体制を構築

 　　　・専従員及び兼務員を増員、自転車運転者講習係を新設

 

２　警戒の空白を生じさせないための業務の効率化・合理化等に係る体制整備 

  (1)　庶務業務の集約

 　　○　本部内各部の庶務係を会計課に集約して「総合事務室」を新設

  (2)　警察署の業務見直し

　　○　小規模署（室戸署、佐川署、窪川署）の地域課と交通課をそれぞれ統合して

 　　　「地域交通課」を新設

  (3)　交番、駐在所等の在り方の見直し

　　○　交番１箇所、駐在所６箇所を統廃合（山ノ端交番、田井駐在所、赤野駐在所、

 　　　北原駐在所、名野川駐在所、浦ノ内駐在所、以布利駐在所）

 

３　社会情勢の変化に伴う新たな課題に的確に対処するための体制整備 

  (1)　将来を見据えた組織の構造改革の推進

    ○　５年先・10年先を見据えた組織の構造改革に向けた検討を推進するために、

 　　　本部警務課に「構造改革推進室」を設置

  (2)　戦略的な広報業務推進体制の確立

 　　○　総務課及び県民支援相談課に分かれていた広報業務を総務課に集約して強化

  (3)　人身安全関連事案に対する対処体制の強化

 　　○　地域参事官が兼務していた人身安全対処参事官を人身安全対処の専従に変更

 　　○　人身安全・少年課人身安全対処事件係の体制を強化

 　　　・事件係の増員、捜査第一課員の配置、定期連絡係の新設

  (4)　外国免許切替制度の厳格化に対処するための体制強化

　　○　運転免許センター試験係の体制を強化

                                                                 資料１　



定 例 会 議 
第 9 3 期 初 任 科 卒 業 式 の 挙 行 に つ い て

 令和８年１月14日 

資 料 警 察 学 校

１　日時・場所 

　　令和８年１月29日（木）午前10時～　警察学校体育館 

 

２　式典等の流れ 

 (1)　卒業式 

    ・開式のことば、国歌斉唱、卒業証書授与、本部長賞授与、学校長賞授与 

　　・学校長式辞、辞令交付、本部長訓示、公安委員会委員長祝辞、来賓祝辞 

　　・記念品贈呈、卒業生代表答辞、校歌斉唱、閉式のことば 

 (2)　出発式 

　　　卒業式挙行後、体育館において実施 

 (3)　記念撮影 

　　　学校長以下で運動場において撮影　（※雨天時は道場）  

 

３  来賓及び出席者 

 (1)　来賓等 

　  ア　高知県公安委員会委員長及び委員 

　  イ　高知地方検察庁検事正 

　  ウ　高知県警察官友の会副会長 

 (2)　部内 

      本部長、警務部長、刑事部長、交通部長、情報通信部長、総務参事官、 

      地域参事官、高知署長、機動隊長 

 (3)　家族 

      約40名 

 (4)　その他 

　　　巡査部長・警部補任用科13名 

 

４　卒業生（以下、いずれもR8.1.29現在） 

 (1)　学生数 

　　　19名（男性14名、女性５名） 

 (2)　年齢 

　　　平均年齢　19.2歳　　 

　　　最高年齢　21歳  

 (3)　出身 

　　　県内のみ
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